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第 37 回運用委員会議事要旨 

 

 

１．日 時:平成 22 年 3 月 26 日（金）14:00～15:45 

２．場 所:年金積立金管理運用独立行政法人 会議室 

３．参加者:・米澤委員長  ・宇野委員 ・草野委員 ・小峰委員 ・佐藤委員 

 ・富田委員 ・能見委員 ・引馬委員 ・本多委員 

（○は委員、●は事務局） 

 

議 事 （１）業務方法書の変更（案）について 

 

   ≪事務局より説明、以下、質疑等≫ 

 

   －質疑等－ 

      特になし。 

 

 

議 事 （２）次期中期計画（案）、平成 22 年度計画（案）について 

 

   ≪事務局より説明、以下、質疑等≫ 

 

   －質疑等－ 

     特になし。 

 

 

議 事 （３）管理運用方針の一部改正（案）について 

 

   ≪事務局より説明、以下、質疑等≫ 

 

○ 管理運用法人の配当課税要因というのは具体的にはどういうことがあるの

か。 

● 配当課税については、日本と各国等の租税条約により、基本的に 15％程度。

アメリカについては、管理運用法人は非課税だが、現地税制税率は 30％。ヨ

ーロッパは国によって異なるが 30％ぐらいが多い。今のＭＳＣＩ ＫＯＫＵＳ
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ＡＩグロスは全額課税無しで計算をするため、ベンチマークに対して年間

0.2％ほどマイナスとなる。そこで、ＭＳＣＩにカスタマイズして頂いたベン

チマークを示してもらうというのが今回の趣旨である。 

○ これは、管理運用法人というよりは、日本と各国の租税条約に起因するも

ので、この法人独特の話ではなくて、日本の年金であれば他の基金等も抱え

る問題ということか。 

● 当該国の本来の税制の中で公的な政府に準ずるものまでは非課税という国

もあれば、そういうのもなしで条約だけで軽減税率という国もある。国によ

って、我々は非課税だけれども、普通の企業年金は軽減税率という国もある。

今回のベンチマークのカスタマイズは、ＭＳＣＩに管理運用法人の税率がど

うなっているかを組み込んだリターン計算をしていただくものである。 

○ 新年度に入ったらすぐに対応頂けるのか。 

● 新年度からＭＳＣＩ社に提供して頂く。 

○ これまでいろいろ議論してきた新興国等については、今回とは別に年度の

途中でも、そういうことが決まれば変えられるということなので、とりあえ

ず今日の段階ではこういう格好でよろしいですね。 

 

 

議 事 （４）「リスク管理状況等の報告」について 

 

   ≪事務局より説明、以下、質疑等≫ 

 

－質疑等－ 

      特になし 


